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進む図書館の用途変更を危惧 
 

現在、図書館２階にある入口からメインカウンターを通ると、目の前には孔子学院の受付カウンタ

ーがあり、左奥には山口元学長の書斎を復元したスペースがあります。そして、今度は１階部分に保

育園が作られようとしています。 

かつての札幌大学図書館は、そこでレポートや論文作成、就職活動や資格試験のための勉強や研究

をするのにふさわしく、広い閲覧スペースがあり、集中できる静謐な環境を備えていました。その図

書館という場所、その環境それ自体が、高等教育機関である大学とはどんな場所なのかを体現した存

在なのです。 

また、道内屈指の蔵書量を誇り、北海道大学をはじめ他の大学図書館が所蔵していない文献資料も

多いことから、他大学の学生や教員からの利用も多く、札幌大学図書館が地域社会の知的資源の一翼

を担っていました。 

ところが、今年度から札幌大学図書館は、本来、図書資料の提供、研究教育のサポート、閲覧、読

書会など、図書館としての大学の知的なセンターという性格とは無縁のものへと変貌しています。今

度は、静謐さとは反対の保育園を作ろうとしています。教育・研究を中心に図書館を利用する教職員、

学生を中心とした利用者の声も聞かず、配慮もなく、一方的に用途変更することに対し、組合は大い

に憂慮しています。これは、教職員・学生の勉学・教育・研究の環境を脅かす行為であると言わざる

を得ません。 

このような事態にまで進展してしまったのは、以下のような、労働環境の維持・改善に取り組む組

合との交渉を無視してきた法人の一方的な行為に起因しています。 

 

組合ニュースＮｏ．２２で報じた通り、昨年１２月７日の団体交渉では、事務職員の人事異動に関

する条件１と条件２に関する組合からの修正案の他に、「図書館の保育園への用途変更にともなう職員

の福利厚生施設の縮小による労働環境の悪化について」も議題としました。その時では、図書館の保

育園設置工事については、以下の数点で話がまとまりました。 

 

・まだ補助金の交付も決まっていないので、工事の着工も決まっていない。 

・補助金の交付が決まったら、組合に知らせる。 

・補助金の交付が決まったら、申請時に提出している図面を組合に示す。 

・図書館職員の休憩室の代替施設工事等、保育園設置の関連工事について、労働環境が悪化しない

よう、継続の検討課題として今後も労使が協議する。 

 

その後、１月が過ぎ、２月に入っても、保育園の補助金申請の結果がどうなったのか、図書館の工

事の着工がどうなったのかについて、法人から組合には連絡がありませんでした。 

ところが、２月上旬に組合のもとに以下のような情報が入ってきました。 

 

 ・職員に対して「保育園の設置に際して、図書館の守衛室を職員休憩室に改装する予定」と連絡が



入り、「改装にあたっての要望を２月１３日（火曜日）までに知らせるように」とメールが配信さ

れたようだ。 

・守衛室は外に向く窓はなく、日当たりも悪く、環境がかなり悪いと聞いている。 

・しかし、既に守衛室を休憩室に転用することは決定しているので、カーテンを付ける等の備品購

入で済む程度の要望しか聞くつもりはなく、要望締め切りの１３日の週から工事を行うそうだ。 

 

図書館職員の休憩室の代替施設工事を始めるということは、補助金の交付が決まったということを

意味します。１２月７日の団交では、補助金の交付が決まったら、法人は組合に通知することになっ

ていたはずです。また、図書館職員の休憩室の代替施設についても、労働環境が悪化しないために、

労使で協議することになっていたはずです。にもかかわらず、組合には何の通知もないまま、ここで

も法人は「決まった事だから」と、一方的に工事を強行するつもりだったのです。 

これは、団体交渉において労使が合意した事項を、法人が一方的に破棄したことを意味します。「円

滑な労使関係構築」を実現しようとする組合の期待が、またしても裏切られたことになります。これ

で何度目でしょうか。 

 

図書館の改造工事に関する法人の強硬な態度に対して抗議 

上記の図書館の保育園設置に伴う改造工事の件以外にも、１２月７日の団体交渉の後に交わした覚

書や法人に提出した要求書、前号組合ニュースでお伝えした１月２４日付けで組合から法人へ提出し

た回答書などに対しても、法人からは何もコメントも提案もありませんでした。このような法人によ

る組合を無視した一方的な対応が続いていることについて、組合から法人に対して７項目を挙げて文

書で抗議しました（この抗議書については、次号組合ニュースにて詳細をお知らせいたします）。 

組合からの法人に文書で申し入れた７項目の抗議内容のうち、上記の図書館の改造工事に関するも

のは、以下の通りです。 

 

４．２０１７年１２月７日に開催された団体交渉では、図書館改造工事に先立って「（補助金申請

の際に提出した）その図面を（組合に）提供してもらいたい」との組合側要求に対して、法人側

は「それは（補助金の）決定が来てから示す」と回答しておきながら、図面は未だに組合に示さ

れていない。また、補助金の交付の決定に伴う２０１８年２月中に予定している図書館改造工事

開始にあたって、図書館職員に対して２月上旬に休憩室等に関する要望や意見を２月１３日まで

に知らせるよう求めている。労働環境の悪化が懸念されているにもかかわらず、この件について

も本組合には事前に何の通知もない。 

上述したように、この間、法人から、本組合に補助金の交付決定や図書館の改造工事決定、

保育園建設予定図面、休憩室の代替案は示しておらず、極めて不誠実な組合対応がみられる（２

０１７年１２月２１日付け組合ニュースＮｏ．２２他、議事録音などを参照されたい）。 

時間外勤務・休日勤務など職員の労働環境について、衛生委員を組合からメンバーとして参

加させることや、３６協定の更新の締結に際して組合による調印が求められていること等が、労

働基準監督署から義務付けられている。こうした観点からも、教職員の職場環境の維持と改善に

取り組む組合に不誠実な対応をとることは大きな問題であり、強く抗議する。 

 

１４日に組合が提出した抗議書の中で法人がすぐに反応したのが、上記の図書館の改造工事につい

てです。その日のうちに、運営事業オフィスの人事担当より、日付も発信先も書かれていない、以下

のような文書が送られてきました。 

 

２０１８年２月１４日付け２０１８年札労組－３のうち「４」について 



１．企業主導型保育事業に関する経過 

  ・助成金の決定が大幅に遅れ、１月は特に進展がなかった。 

・２月７日付でメールにより、企業主導型保育所の整備に伴って設置する図書館職員の休憩室

設置に関わる要望提出を依頼した（期日：２月１３日（火））。 

・２月８日付で助成金の決定通知があった。 

２．２０１７．１２．７団体交渉での合意事項との関連 

  ・「補助金決定ののち、図面を提供する」 

   → 助成金の決定が先週８日（木）であり、現在、職員の要望を取りまとめ中であることか

ら、その内容を踏まえ、工事計画への影響を検討した上で組合に示す予定である。 

３．抗議文書の記載内容について 

  ・「図面は未だに組合に示されていない」とあるが、上記の通り、助成金の決定が大幅に遅れ

たため、必要な作業を行った上で、できるだけ早く示す予定である。 

  ・「２０１８年２月中に予定している図書館改造工事」とあるが、現時点では２月末には着工

したいと考えているが、工事開始時期は未定である。 

４．本件に関する組合からの抗議について 

  ・事実関係の確認が行われないまま、このような文書をもって抗議されることは法人として不

本意である。 

  ・昨年１２月７日に行われた団体交渉においても、補助の仕組みに関する確認のないまま交渉

に入られたところであり、このような案件については、昨年来組合が応じていない事務レベ

ルでの事前の協議調整が必要不可欠であると考える。 

 

発信元不明の上記文書によって、組合はようやく助成金の決定が大幅に遅れ、２月８日に交付決定

通知が来たことを知ったのですが、組合が抗議書を出さなければ、こうした情報は法人から知らされ

ることはありませんでした。にもかかわらず、「事実関係の確認が行われないまま、このような文書を

もって抗議されることは法人として不本意である。」との批判は甚だ心外です。「事実関係の確認が行

われない」とありますが、労働条件の悪化が懸念されるにもかかわらず、法人が何も通知しないから

こそ、組合が教職員から情報を集めざるを得なかった状況に対して、何らの反省もありません。しか

も「工事計画への影響を検討した上で組合に示す予定である」とあることから、工事計画について組

合と何も協議することなく、一方的に決まった事を伝えるだけで済ませるつもりだったのでしょう。 

また、上記文書の１で示されている経過についても、交付の決定通知があったのは２月８日である

にもかかわらず、図書館職員の休憩室設置に関する要望提出を依頼したのがその前日の２月７日であ

り、交付決定通知が来る前に休憩室設置工事に向けた準備作業が始まっており、提供される情報が不

十分であることをうかがわせます。 

おそらく、交付決定の内定の通知が来たのは２月７日より前であり、交付決定が事前に分かってい

たから、通知が来た８日よりも前の７日から図書館職員の休憩室設置工事に向けて準備を始められた

のではないでしょうか。 

こうした不十分な情報しか組合に提供しない法人の姿勢にも、組合軽視の姿勢が表れています。 

 

組合より法人に対して図書館の改造工事に関する要望書を提出 

それから１６日に、人事担当より組合に対して以下のようなメールが来ました。 

 

武田理事の指示によりご連絡いたします。 

 ２月１４日付けのメールでお送りした図書館改修工事の件について、図書館職員からの休憩室に

関する要望がまとまりましたのでお知らせします。 



＜事務職員からの要望事項＞ 

１ 流し台の水回り設備、２ 飲料用浄水器、３ ぬるま湯が出る水道、４ インターホンの改修 

なお、組合側として何か要望がありましたら、２月２０日までに人事担当までご連絡ください。 

 併せて、改修工事に係る図面（原案）も別添のとおりお送りします（添付資料１）が、今後の打

ち合わせにおいて、修正・変更となる可能性がありますので、確定しましたら改めて図面を提示し

ます。 

 

そこで、２月２０日に組合から法人に対して、以下のような要求書を提出しました。 

 

  ２月１６日付け運営事業オフィス人事担当より要求のあった、休憩室を含めた図書館改修工事の

件に関する組合からの以下のような要求、及び要望・意見を送付する。 

 

  １．休憩室となる部屋は、もともと守衛室なので玄関に直結しており、せまくて日当たりも悪く、

冬は寒く、夏は暑いので戸を開けると蚊が入るような、環境が非常に悪い所だと聞いている。

そのような部屋が、本当に職員が休憩をするのにふさわしい部屋なのか。なぜそのような劣悪

な環境の部屋を職員の休憩室に決めたのか、大学側責任者からの署名・捺印された理由説明を

要求する。 

  ２．休憩室となる部屋の工事予定図面について、大学側責任者からの署名・捺印された情報の開

示を要求する。 

３．２月１６日付け運営事業オフィス人事担当のメールに記載されていた事務職員からの要望は

どの程度実現可能なのか？今からでも設計の変更は可能なのか？実現可能であるとするなら

ば、それを職員が下見をすることで判断できるようになる予定日はいつなのか。大学側責任者

からの署名・捺印された説明を要求する。 

４．図書館の改修および保育所設置工事の契約など、工事実施に係る大学側の責任担当部署がど

こで、誰が責任者としてどんな契約を行っているのか、工事の責任者は武田理事と考えて良い

のかについて、大学側責任者からの署名・捺印された情報の開示を要求する。 

５．図書館の改修および保育所設置の工事の、今後のスケジュールについて、大学側責任者から

の署名・捺印された情報の開示を要求する。 

６．そもそも大学図書館は、高等教育機関である大学における研究および教育上重要な施設であ

り、そこで働く図書館職員のみならず、そこで研究および教育する教職員にとっても重要な労

働環境である。実際に、図書館でゼミを行っている教育職員もおり、入門演習ではゼミによる

新入生の図書館見学が推奨されている。したがって、２月１６日に組合に示した図面も含めて、

工事開始の前に、図書館の改修および保育所設置に関する情報を全教職員にも示して、意見や

要望を聞くべきである。 

７．２月１４日付け発信者不明の「２０１８年２月１４日付け２０１８年札労組－３のうち「４」

について」という文書によると、２月８日付けで助成金の決定通知があったという。そもそも、

今回の助成金申請者の大学側の責任者は誰で、大学側のどこに決定通知が来たのかについて、

大学側責任者からの署名・捺印された説明を要求する。 

８．２月１６日付けで人事担当より、武田理事からの指示により「保育園図面」が送付された。

そもそもこの図面を採用することは誰が決めているのかについて、大学側責任者からの署名・

捺印された説明を要求する。 

※上記について、工事着工が２月末を予定しているようなので、２月２３日（金）の開示を要求

する。 

 

上記の組合からの要求書に対し、２月２３日に法人から送付された回答は以下の通りです。 



 

  １．改修に伴い新設する職員の休憩室について 

    休憩室を利用する職員からのアンケートを踏まえ、休憩室の場所を変更する。新休憩室とし

て、図書館３階の製本室の一部を間仕切りし整備する。（図面１参照）（添付資料２） 

併せて、１階守衛室前流しの給湯設備の修理を予定する（休憩室以外の要望）。 

  ２．休憩室の工事予定図面について 

図面１（添付資料２）を参照のこと。 

  ３．改修に係る要望実現の可能性、設計変更の可能性及び下見の予定日について 

事務職員からの次の要望があり、対応を行う予定。 

①飲料用浄水器・・・・設置済み 

②ぬるま湯が出る水道・・・・温水器設置済み 

③手洗い場所・・・１階守衛室前流しの給湯設備の修理を予定（休憩室以外の要望） 

④インターホン・・・新休憩室と玄関並びに事務室とのインターホン設置 

⑤備品関係・・・現休憩室から移動する 

⑥下見後の設計変更は程度にもよるが可能である。 

⑦新休憩室予定場所は、図書館３階にあるのでいつでも下見可能。 

  ４．工事契約と工事実施に係る大学側の責任担当部署と責任者、契約内容について 

    事業主体者は、（株）札幌管財センター（補助金申請者）であり、保育園の運営委託をＮＰＯ

法人札幌大学スポーツ・文化総合型クラブが受託する。 

    本法人は、（株）札幌管財センターに対し、保育園施設スペースに関しての賃貸借契約を締結

し、施設の転用を許可するものである。 

    なお、本件に関する担当理事は武田理事である。 

  ５．図書館改修及び保育所設置工事のスケジュールについて 

    ３月上旬を目途に新休憩室を整備し、３月初旬から３月下旬にかけて保育園改修工事を予定

している。 

  ６．工事開始前に図書館改修及び保育所設置に関する情報の全教職員への開示と意見・要望の聴

聞について 

    今回の図書館改修工事は、図書館における事務室部分の工事であり、利用者の利便性には影

響はないものである。 

    なお、保育園開設にあたっては、図面も含め事前に教職員に周知する。 

７．助成金申請責任者及びこの決定通知の受領者について 

    ４で回答しているとおり、助成金の申請者及び通知受領者は、（株）札幌管財センターである。 

  ８．２月１６日付けで組合に送付された「保育園図面」の採用決定者について 

    保育園図面は、助成金申請時に提出した原案であり、その原案作成は、事業主体者である（株）

札幌管財センターである。 

 

法人の回答に出てくる事業主体者の「（株）札幌管財センター」の社長は辰野専務であり、保育

園の運営委託されている「ＮＰＯ法人札幌大学スポーツ・文化総合型クラブ」、すなわち「めぇ

～ず」ですが、理事長は山田玲良理事です。 

 

大学図書館には、地域社会や教育関係者に対して「この大学はどんな大学なのか」ということを視

覚的に示すという役割もあります。今の札幌大学図書館が大学図書館のあり方からどんどん遠ざかっ

ていくことが、「大学としての札幌大学」にとってどんなメリットがあるのでしょうか。 

 

 


